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令和５年度岩沼市民バス車両ラッピング等業務 仕様書 

 

１ 業務名 

岩沼市民バス車両ラッピング等業務（以下「本業務」という） 

２ 目的 

令和６年度より実施される新たなバス運行計画の展開にあわせ、運行するバス車両の

デザインを一新し、市内外の方々に対して更なる市民バスの認知と乗車率の向上を図り、

かつ市民バスを利用した市内観光施設の利用を促進することも目的とする。 

３ 業務内容 

⑴ ラッピングの意匠等 

作 成 案：デザインは５案作成すること。なお、デザイン決定後、車両（７台分）

ごとに試作品をデザインし発注者の承認を得ること。なお、試作品は縮

小印刷したものとそのデータを提出すること。 

材  質：適切な材質を発注者へ提案し、協議した上で決定すること。なお、耐用、   

耐候年数は５年以上とする。 

デザイン：岩沼係長を使用する等、岩沼市をイメージすることができ、市民に親し

まれるものとすること。 

範  囲：ラッピングの対象範囲は、法令等を遵守しバス外面へフルラッピング（６   

０㎡以下）とすること。なお、詳細については別途発注者より指示する。 

そ の 他：提案したデザインについて、発注者より修正の依頼があった場合は対応  

すること。 

⑵ 出力および施工 

必要に応じてラッピングを施す車両の剥離作業を実施し、決定したデザインの出

力およびバス車両（民間車両）への施工をすること。なお、事前に市民バス運行業者

及び発注者と調整し、ラッピングの施工場所の選定や工程表などの施工計画を提出

すること。 

⑶ ラッピングの対象車両 

ラッピングの対象車両は、発注者が指定する市民バス運行業者が所有する７台と

する。詳細は別途発注者より指示する。 

⑷ プロモーション 

市民バスの乗車率向上のため、デザイン作成を含むポスター１００枚（Ａ２、フル

カラー）の作成及び岩沼市内外に展開している知名度の高い雑誌等の情報メディア

に市民バスを活用し、かつ岩沼市内の施設などと絡めた観光を促進する情報等を掲

載すること。 
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４ 履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和６年３月２９日（金）までとする。な

お、各工程の想定時期は以下のとおり。 

⑴ デザイン５案の提出：令和５年１２月 

⑵ デザインの決定  ：令和６年 １月 

⑶ ラッピングの施工 ：令和６年２月上旬～令和６年３月２９日 

⑷ プロモーション業務：令和６年２月上旬～令和６年３月２９日 

 

５ 成果品構成 

成果品の構成は以下の通りとする。なお、ラッピングの施工が完了した車両は発注者が

指定する場所（市民バス運行業者）へ納車し、ラッピングデザインに係る成果一式は発注

者へ納品すること。 

⑴ ラッピング車両７台 

⑵ ラッピングデザイン５案及びプロモーション業務において作成したポスターデザ

インや情報メディアに掲載した内容に係る電子データ一式（ａｉデータ及びＰＤＦ

データ） 

６ 特記事項 

⑴ 本業務を実施する際は、発注者と受注者で協議の上、その指示に従い実施すること。 

⑵ 本業務の実施に際しては、当該業務内容に関する技術的知識、技能等を有し、かつ

バスラッピングの実績を有する作業員を派遣すること。 

⑶ テンプレートの出力や施工に必要な器具及び機材、場代、バスの運搬費用等本業務

の実施に必要な経費は、すべて受注者が負担すること。 

⑷ 本業務を実施した際、車両等を破損した場合は、受注者の費用負担により、原状回

復すること。 

⑸ ラッピングフィルム貼付施工時、ラッピングフィルムを破損した場合、または貼付

作業の不具合等により、ラッピングに歪み等が発生した場合、受注者の費用負担によ

り、ラッピングフィルムの貼付施工のやり直しを行うこと。 

  また、受注者はラッピング完成から１年間は発注者及び市民バス運行事業者の責

めに帰すべき事由がない限り、ラッピングフィルムの破損または歪み等が発生した

場合は無償で補修、修繕を行うこと。 

⑹ 本業務に係る成果品の諸権利は全て発注者に帰属すること。 

⑺ 本業務において作成した各種素材画像等については、受注者は発注者に対して著作                         

者人格権を行使しないものとする。 

  ⑻ 受注者は、本業務において作成した成果品が、第三者の著作権やその他知的財産権

に基づく権利を侵害していないことを発注者に保証し、また、第三者から知的財産権

の侵害を主張された場合の一切の責任は受注者が負うものとする。 
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⑼ 発注者の責めに帰さない事由により本業務のやり直しを必要とする場合は、受注者

の負担により再度行うこととする。 

７ その他の事項 

この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者で協議し決定するものとす

る。 

 


